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◆低潮線保全区域の指定

排他的経済水域等の限界を画する低
潮線等の周辺の海域を低潮線保全区
域として指定

区域内で掘削等低潮線の保全に支障
を及ぼす行為を規制



不特定多数の人間が接近可能な区域には、
低潮線保全区域を周知するための看板を設置

◆看板設置

宮古島

地方整備局等職員が防災ヘリコプター、
港湾業務艇、漁船等により全国の低潮
線保全区域の巡視を実施

◆低潮線保全区域周辺
の巡視



特定離島港湾
施設整備地

1,000m

岸壁（延長１６０ｍ・水深８ｍ）
泊地（水深８ｍ）

岸壁（延長１６０ｍ・水深８ｍ）
泊地（水深８ｍ）
臨港道路

特定離島港湾
施設整備地

南鳥島 沖ノ鳥島

平成22年度～平成27年度 平成23年度～平成28年度

◆特定離島における活動拠点整備



検討事項
(1) これまでの国境離島の保全、管理及び振興に
関する政策の実施状況並びにその評価

(2) (1) を踏まえた今後の国境離島政策の検討
(3) 提言の取りまとめ

開催予定
(1) 懇談会は、平成２５年度末頃まで開催
６月頃を目途に中間提言を取りまとめの予定

(2) 第１回の有識者懇談会は、４月２６日（金）
１７時３０分より内閣府本府３階特別会議室で
開催
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